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60
年
前
の
８
月
９
日
、
広
島
に
続
い
て
、

長
崎
の
ま
ち
に
２
発
目
の
原
子
爆
弾
が
投

下
さ
れ
た
。
熱
線
と
爆
風
、
放
射
線
が
一

瞬
に
し
て
人
と
ま
ち
を
襲
い
、
長
崎
は
こ

の
世
の
地
獄
と
化
し
た
。
多
く
の
市
民
が

死
亡
、
身
体
と
心
に
癒
す
こ
と
の
で
き
な

い
深
い
傷
を
負
っ
た
人
々
は
今
な
お
苦
し

み
続
け
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の

悲
惨
な
体
験
か
ら
、
「
長
崎
は
最
後
の
被

爆
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
核
兵

器
廃
絶
と
世
界
平
和
を
訴
え
続
け
て
い
る
。 

　
２
０
０
０
年
の
核
不
拡
散
条
約（
Ｎ
Ｐ

Ｔ
）
再
検
討
会
議
で
は
、
「
核
兵
器
国
に

よ
る
核
兵
器
廃
絶
の
明
確
な
約
束
」
が
採

択
さ
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
が
一
縷
の
望
み

を
持
っ
た
の
も
つ
か
の
間
、
国
際
テ
ロ
の

横
行
と
報
復
戦
争
、
地
域
紛
争
の
激
化
か
ら
、

一
転
核
兵
器
へ
の
依
存
が
再
び
高
ま
り
、

拡
散
と
新
た
な
開
発
の
危
惧
が
深
刻
に
な

っ
て
い
る
。 

　
被
爆
60
周
年
の
今
年
、
わ
た
し
た
ち
は
、

５
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討

会
議
に
お
い
て
、
核
兵
器
廃
絶
へ
の
具
体

的
な
道
筋
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

長
崎
市
民
は
、
世
界
の
平
和
を
願
う
非
政

府
組
織(

Ｎ
Ｇ
Ｏ)

と
連
帯
し
、
国
際
世
論

の
喚
起
に
努
め
て
き
た
。
長
崎
・
広
島
両

市
長
が
主
唱
す
る
平
和
市
長
会
議
も
緊
急

行
動
を
呼
び
か
け
、
国
内
外
の
都
市
、
市

民
団
体
に
賛
同
の
輪
が
広
が
っ
て
い
る
。 

　
被
爆
60
年
に
当
た
り
、
長
崎
市
議
会
は
、

市
民
総
意
の
も
と
に
、
こ
こ
に
改
め
て
決

意
す
る
。 

　
高
齢
化
し
た
被
爆
者
に
残
さ
れ
た
時
間

は
多
く
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
60

周
年
を
契
機
に
被
爆
体
験
を
若
い
世
代
に

継
承
し
、
被
爆
の
実
相
を
後
世
に
伝
え
、

平
和
に
つ
い
て
考
え
行
動
す
る
よ
う
努
め

よ
う
。 

　
原
爆
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
人
々
に
心
か

ら
の
哀
悼
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
被

爆
地
の
市
民
と
し
て
、
そ
の
義
務
で
あ
り
、

権
利
と
し
て
、
声
を
上
げ
続
け
、
世
界
の

人
々
と
協
力
し
、
核
兵
器
の
廃
絶
と
平
和

な
世
界
の
実
現
に
全
力
を
挙
げ
る
も
の
で

あ
る
。 

　
以
上
、
決
議
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
平
成
17
年
３
月
25
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
市
議
会 

◎
被
爆
60
周
年
の
決
議 
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を
支
援
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

長
崎
県
知
事
並
び
に
長
崎
県
議
会
議
長
に

対
し
、
「
魚
セ
ン
タ
ー
（
的
）
施
設
建
設

へ
の
支
援
を
求
め
る
要
望
書
」
を
提
出
し

ま
し
た
。
　 

  

　
本
市
の
斜
面
に
連
な
る
地
域
の
中
心
市

街
地
の
現
状
と
問
題
点
を
把
握
し
、
快
適

な
市
民
生
活
の
実
現
と
活
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
斜
面
地
・
中
心
市
街
地
の
現
在
及

び
将
来
に
わ
た
る
諸
施
策
に
つ
い
て
調
査

検
討
を
行
い
ま
し
た
。 

　
そ
の
結
果
、
斜
面
市
街
地
の
移
送
支
援

に
つ
い
て
は
、
将
来
的
コ
ス
ト
等
を
十
分

に
分
析
し
た
上
で
移
送
機
器
の
設
置
計
画

を
立
て
る
と
と
も
に
、
地
元
の
実
情
に
応

じ
た
き
め
細
や
か
な
生
活
環
境
の
整
備
に

取
り
組
む
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
道
路
整
備
に
お
い
て
は
、
重
点

路
線
で
あ
る
三
原
町
浜
平
町
線
の
早
期
整

備
や
、
緊
急
車
両
等
が
入
ら
な
い
地
域
の

道
路
整
備
等
、
斜
面
地
の
利
便
性
向
上
に

積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。 

　
さ
ら
に
、
地
域
商
店
街
の
活
性
化
の
た

め
の
支
援
策
や
定
住
促
進
対
策
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
本
市
の
将
来
的
な
人
口
動

態
や
財
政
状
況
、
各
事
業
計
画
の
費
用
対

効
果
等
を
分
析
し
、
市
民
の
生
活
環
境
改

善
と
地
域
活
性
化
に
向
け
て
、
万
全
の
体

制
の
も
と
で
各
種
事
業
の
実
現
に
積
極
的

に
取
り
組
む
よ
う
強
く
要
望
し
ま
し
た
。 

  

　
本
市
観
光
の
現
状
と
問
題
点
を
把
握
し
、

観
光
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

今
後
の
広
域
的
な
観
光
資
源
の
活
用
を
含

め
た
諸
施
策
に
つ
い
て
調
査
、
検
討
を
行

い
ま
し
た
。 

　
そ
の
結
果
、
本
市
観
光
の
現
状
は
、
依

然
と
し
て
厳
し
い
こ
と
か
ら
、
観
光
客
の

動
向
を
常
に
把
握
し
、
各
種
施
策
を
通
じ
て
、

観
光
客
の
誘
致
対
策
の
強
化
を
図
る
と
と

も
に
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

行
政
、
市
民
、
事
業
者
が
一
体
と
な
っ
て

取
り
組
め
る
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と

な
ど
を
要
望
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
平
成
17
年
１
月
４
日
に
旧
６
町

と
合
併
し
、
新
た
に
数
多
く
の
観
光
資
源

を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
資
源

を
生
か
し
た
広
域
的
な
観
光
ル
ー
ト
の
整

備
に
早
急
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
を
要
望

し
ま
し
た
。 

　
さ
ら
に
、
18
年
度
に
開
催
す
る
「
長
崎

さ
る
く
博
’06
」
に
つ
い
て
は
、
宣
伝
活
動

の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
民
間
企
業
等

の
参
入
を
求
め
る
な
ど
、
よ
り
効
率
的
・

効
果
的
な
事
業
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
な

ど
を
要
望
し
ま
し
た
。 

        

◎
長
崎
市
議
会
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関

　
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
今
回
の
改
正
は
、
政
務
調
査
費
の
交
付

を
会
派
か
ら
各
議
員
に
変
更
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま

し
た
。 

◎
長
崎
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
規
則 

　
今
回
の
改
正
は
、
本
会
議
の
記
録
の
方

法
を
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
全

会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。 
  

◎ 

核
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
再
検
討
会

　
議
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て 

                      

                            

　
３
月
定
例
会
中
に
審
議
し
た
請
願
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。 

◎
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
に

　 

関
す
る
請
願
に
つ
い
て
（
継
続
審
査
） 

◎
長
崎
市
立
福
田
保
育
所
の
民
間
移
譲
を

　
や
め
、
市
立
福
田
保
育
所
と
し
て
運
営

　
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
（
不
採
択
） 

11

議 
員 
提 
出 
議 
案 

 
３
月
定
例
会
で
、
議
員
提
出
議
案
の
条

例
１
件
、
会
議
規
則
１
件
、
意
見
書
１
件

及
び
決
議
１
件
を
可
決
し
、
意
見
書
及
び

決
議
に
つ
い
て
は
、
政
府
な
ど
関
係
行
政

庁
及
び
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。
 


